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<公聴会特集>
◆ ４・５中央公聴会　公募者の８７％反対

　　改憲手続き法の欠陥浮き彫り、慎重審議の声多数
民主党が慎重審議を要求

■国会は休会状態、されど憲法特のみ強行 

与党が改憲手続き法案の採決の前提と位置づけている衆議院憲法調査特別委員会が５日午前９時から午後４時まで衆議院別館の第１８会議室で開かれました。
前日の雨上がりの朝８時３０分の衆議院議員面会所、テレビモニターには、本日の会議予定が映し出されていましたが、そこには「憲法調査特別委員会」とだけあり、それ以外の委員会の予定はなし。
それもそのはず。５日は統一地方選前半戦の投票日直前で国会議員の心は地元議員の応援にある。新年度予算が成立した後の通常の国会は、通常なら少なくとも毎日１０前後の委員会が開かれる。木曜日は本会議の定例日。しかし、その本会議さえ設定されず、他の委員会もまったく開かれてもいないなかで、ただ一つ開かれたのが憲法特別委員会であった。
■　与党の改憲への執念と決意
憲法特の議員は、４８０人の衆議院議員の中５０人。残る４３０人の議員のほとんどが、選挙の応援というわけでしょう。一斉地方選挙投票日直前という、事実上の休会状態の国会にもかかわらず、憲法特だけが開かれる異常。それは、与党の改憲手続き法案の成立の執念と決意のあらわれと言うべきか。
■ 公募者・国民は多数派

公募者の８７％の人が両案に反対の意見陳述を希望したと言うことは、絶対多数を占める国会、分けても自公民と国民との乖離を如実に示す数字となりました。にもかかわらず、公募による公聴会の開催を１回で打ち切り、１２日採決ということにさせてはいけない。

■ 弁論大会と思ってガマン　　

９時から始まった楕円形の議場。中山特別委員長のあいさつ聴きながら、議場を見渡すと、自民党席８人、民主党席３人の空席。公述が始まって間もなく船をこぐ(居眠りする)自民党議員、ひっきりなしに席を立つ議員、二日酔い(?)のためか、しりきり水を飲む議員、辻本議員の質問の途中に「弁論大会と思って我慢して聞いているのに」とヤジを入れる議員もいるなど、前回の公聴会とは違って緊迫感の欠けた議場でした。そんな公聴会でもキラリと光る公述と、それに対する議員の質問。その一言一句が、国権の最高機関である国会での歴史をつくりだしていく。
本日の中央公聴会は、午前中４人、午後３人の公述人が各５分の持ち時間で陳述をおこない、その後、各党議員が２０分づつの持ち時間で公述人へ質問をする形で進められた。
◆ 民主議員が４７都道府県での公聴会を主張　

民主党の長妻議員は公述人に対する質問で、過去の地方公聴会開催地と公述人の事例を上げ、政治改革(小選挙区制導入)１０箇所７４人、教育基本法６箇所２０人、有事法制で４箇所３０人で公聴会が開催されたと指摘。今国会の手続き法案の今日までの質問時間の合計が５５時間、地方公聴会は２箇所、公述人は２１人でしかないと指摘しました。　

その上で、過去の質問時間は、安保条約１３６時間、沖縄返還１２７時間、郵政民営化１２０時間、教育基本法１０６時間であったことをあげ、憲法改定の手続き法案としては審議が尽くされていないと強調しました。長妻氏は最後に４７都道府県で公聴会を公募で開く必要がある発言したのには、思わず拍手を送りたくなりました。

この、民主党議員の発言は、私たちの「慎重審議をおこなえ」「地方公聴会を数多く開き国民の声を聞く機会をつくれ」「拙速な審議と採決強行はやめよ」との民の声が伝わっているとの感を深くする場面でした。
■ 議場から拍手喝さい　「国民の声を聴き世界から評価を得よ」
主婦の田辺初枝さんの公述には、誰一人、咳一つせず聞き入りました。公述の最初に、公聴会のもち方について「公聴会をやることさえ多くの国民は知らされていない。たまたま知る機会を得たが、公募⇒締め切り⇒選定⇒選定通知⇒資料配布⇒公聴会と日程が迫りすぎているため、仕事のやりくりも含めて公述人になりたいと思っても応募を諦めた人がたくさんいます。憲法を変えるルールをつくると言う大切な法案の公聴会を拙速なやり方で行なうことに、一国民としてまず異議を唱えたい」と一喝。
公述の最後に「どうか先生方、歴史的に評価されるこの最高法規に関わる法案について、全国津々浦々の国民の声を聴き、世界中からも歴史的な評価を得られることを祈念して、私の公述とさせていただきます。」と結んだ瞬間、議員席だけでなく傍聴席からも大きな拍手が起こりました。拍手が湧き起こったのは今国会の委員会を傍聴して初めての出来事でした。そして、思わず感動して目頭が熱くなる思いでした。それは、慎重審議を求める国民の声を代弁するものとして、普通の人間なら心にぐさりと突き刺さるものでした。
■ ただ一人、修正案は当然、妥当・・公務員の制限はもっと
両案にただ１人賛成の立場からの公述人は、日本大学教授の百地章氏。同氏は「憲法公布後６０年たって制定されていないのは疑問、国民の主権を行使する唯一の機会を保障していないことは問題、立法不作為で違憲の疑いがある」。速やかな国民投票法の制定をと主張。国民投票の対象を憲法に限定したのは当然、「承認」の要件を「有効投票の過半数」にした点も妥当、公務員や教育者の地位利用を禁止したのも妥当、政治活動についても制限すべきと提起しました。百地氏の発言でもっとも驚いたのは、日本新党の糸川議員の「公務員の投票運動の制限」に関しての質問に対し、「高校の労働組合が卒業生に『９条を送る手紙』を全国的に広げている。制約がなければ公然と行なわれることになり、正当化される。野放しにするのはよくない』とパンフをかざし、こう然と答えたことでした。(これは例によって公募と言いながら自民党のヤラセで組織化した公述人かと思わせるものでした。)
■ 憲法改正には限界、最低投票率の設定を
自由人権協会の庭山正一郎弁護士は、「憲法改正には限界があることを理解し、その限界を超えたときには司法審査の対象とすべき、国民に対し、憲法の基本原理を犯さない範囲での憲法改正の手続き法であるという国民の安心を担保しなればならない。「国民の過半数」には幅があり規範力が必要だ。有権者の過半数とすれば、最低投票率は必要ない、有効投票は必要条件であっても十分条件ではない。必要十分条件を満たすためには最低投票率を設定することも一つの工夫と公述。辻元議員の質問に答えた同氏は、あと一年かけて審議すればもっとよい手続き法が出来ると、拙速審議、採決強行を批判しました。
■ １８歳投票権は世界の流れ
小林庸平市(特定非営利法人Rights理事)は、世界の選挙権の流れは１８歳であり、１８６か国中１６２カ国が保障しているとしながら、市町村合併の住民投票で中学生以上に投票を保障した長野県平谷村の例をあげ、一般の選挙と違って投票対象が合併の是非を問うように明確なら投票率も上がり、情報提供が十分なら中学生でも自分で判断出来ると陳述し、義務教育終了後の１６歳への引き下げを提起するとともに、当面、公選法の早期改正による１８歳投票権を要求しました。
(４・５中央公聴会傍聴記・YT)

◆ 松繁美和さん(高知自治労連書記長)の公述

自由な意見表明こそ「全体の奉仕者」としての働き甲斐

戦争の悲惨さ、平和憲法の大切さを伝えたい

憲法が求める国民投票法制は、憲法をより豊かにしたいと言う国民の湧き上がる思いの中から作られるものだが、現在の法案は「改憲」をおこないやすくして、「憲法９条」を変える意図が感じられる。高知県では３５自治体のうち、６自治体が「法案の廃案」や「慎重審議」を求める意見書を採択した。保守の人たちを含め、自民党案、民主党案ともに異議を唱えているのが特徴である。法案があまりにも性急に成立させられようとしていることに危惧を感じる。公務員の運動規制について、憲法服務の宣誓をおこない、日々憲法と住民と向き合っている公務員・教育者にこそ、自由闊達な意見表明を認めるべき。昨年の自治労連・田中副委員長の参考人質疑で「原則自由」を求める立場に、与党と民主党も賛成していた。規制強化に変わったことに驚いている。併合修正案についても公聴会の開催を求める。自治体首長との懇談でも「なぜ今、憲法を変えるのか」の意見が多い。公聴会の意見を審議に反映してほしい。そして、法案をいったん廃案にしてほしい。
■　各党と松繁さんとの質疑応答

（自民・加藤＝以下、自）一般国民投票をどう考えるか

（松繁）地方自治法に基づく住民投票などは大事にすべき。これと一般国民投票は別。

（自）どうすれば多く参加してもらえるか

（松繁）公務員規制をやめることが参加も高まる。また優良テレビＣＭはやめて無料の政見放送のようなものを増やすべき。

（自）公務員も一般と同じでいいか

（松繁）戦前の天皇の奉仕者としての反省から、15条の「全体の奉仕者」が出てきた。この立場で意見表明をしていきたい

（民主・岡本）18歳選挙権で、関連法の修正をどう思うか

（松繁）18歳以上が望ましい。民法については答えられない

（民）有料広告への規制をどう考えるか

（松繁）有料広告は原則禁止が望ましいと思う

（民）最低投票率についてどう考えるか

（松繁）憲法改定が必要あるときに、国民から湧き上がってくるもの。そのときには圧倒的多数が参加する。手続法もそのとき必要なもの。あえて言えば有権者過半数の賛成ならば、変えられると思う

（民）今後、変えなければという課題ができたときに手続法ができたのでは、タイムラグがあるのでは

（松繁）憲法を改めて勉強して、よくできていると感心している。今の時点で今後改正点が出てくると思わないし、出てきた場合もほかの方法で対処できると思う。60年たったから改正でなくて、理想に行き着いていない、生かされていない点を問題にすべきだと思う

（公明・赤松）すみやかに制定すべきは「今国会」か？
廃案にすべきは、全部つくりかえる意味か？必要性がないとは、いつ必要になるのか？

（松繁）本当に廃案にとの思い

（公）自民党が多数を占めるという状況からも、改憲望むサイレントマジョリティーがあるとは思わないか

（松繁）安倍首相の歴史認識はおかしいと思う。地方議会の意見書も多くは保守の人が反対表明している。議席が多いからだけでは判断できない

（共産・笠井）首長との懇談にとりくんだ動機は

（松繁）自治体労働者として住民に危害が及ぶものには、反対していかなければならない。13条も「公共の福祉」から「公の秩序」に変えられるなど、国民を縛る内容がある。改憲反対運動の一環として、首長や議会の意見を聞きたいと始めた

（共）公務員・教育者が積極的に発言していくことが大事ではないか

（松繁）公務員になり宣誓して初めて憲法を初めて勉強したのが実態。活発な論議の場に出て行くべき。

（共）高知県民の思いや公務の中で感じていることを

（松繁）一市民でも物が言える場ということで応募した。福祉の現場が長く、戦前のことを知るにつけ「平和でこそ現在がある」という思いを強くしてきて、平和運動にもとりくんでいる。「女性９条の会」にもかかわっている。今必要なのは戦争の悲惨さ、平和憲法の大切さを伝えていくことではないか。６０年たったから改憲でなく、その理想にどこまで到達したかを検証してほしい。国会でもおこなってほしい。高知県民80万人を代表しての発言ではないので、ぜひ高知県でも公聴会を開いてほしい

（社民＝辻元）市民アンケートの特徴は

（社）全会一致の意見書を紹介してほしい

（松繁）須崎市の文面を紹介

（社）国民運動期間は１年では長いか

（松繁）反対の立場なので、１年ならいい、とは言えない

（国民新党＝糸川）手続法が必要かどうか、今の情勢をどう見ているか

（松繁）最初から反対。憲法を変える必要があれば国民の側から出されるはずで、いまは改憲に歯止めをかける必要がある。９条だけでなく、13条、25条などと続いていく

（国）地位利用で制約を感じるか

（松繁）自己規制がかかる。社会学習でも「憲法学習」は政治活動といわれることもある。運動全体に委縮効果がある

（国）テレビ広告について

（松繁）有料CMを禁止すべき

（国）周知活動は

（松繁）第三者機関の協議会で広報をすすめるべき

　短信･ホットライン　
■　公募者は１０代ら８０代まで、４２％が女性

今回の公聴会は公募によるものでした。短時日の公募期間にもかかわらず、１２４人もの人が応募し、そのうち与党案・民主党案の両案に反対１０８人、与党案賛成０人、民主案賛成２人、両案賛成２人、与党案修正後賛成１人、態度不明１１人の構成となっていました。応募者の年代は１０代１人、２０代１０人、３０代１５人、４０代２０人、５０代人４０人、６０代２２人、７０代８人、８０代１人、不明７人、性別は男７２人、女性５２人。公述人８人の内訳は、賛成・不明５人、反対３人でした。

